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　国民健康保険には、会社などに勤めた人たちが退職によって社会保

険などの資格を喪失することによる医療費負担の増大や、これらの人

たちの医療費によって生じる国民健康保険の財政負担を避けるため、

会社などを退職して厚生年金などの各種年金を受けている６５歳未満の

国民健康保険加入者を対象に、退職者医療制度が設けられています。

　しかしながら、対象者であるにも関わらず、制度を知らなかったり、

届け出を忘れていたりするケースが多数見られます。こうした場合、

本来であれば現役時代に勤務していた被用者（健康）保険などからの

拠出金で負担すべき医療費までも、国民健康保険で負担することにな

り、国や市の負担が増えて保険税額にも影響します。市民皆さんの負

担軽減にもつながりますので、対象となった場合には忘れずに届け出

をしてください。

【問い合わせ】

　市民生活部国保年金課保険給付係　 0220（58）2166

被保険者証には○退 が表示され、退職本人

（被保険者）、退職被扶養者（被扶養者）

の区分に分けられます。

６５歳になったらどうなるの？

６５歳に達した場合、その翌月から

は一般の国民健康保険証に切り

替わります。新しい被保険証は、

有効期限が満了する前に国保年

金課から送付します。

国民健康保険に加入している人

６５歳未満の人

厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入

期間が２０年以上、もしくは４０歳以降１０年以上ある人

退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者本人の収入に

よって生計を維持している次の人です。

退職被保険者の直系尊属、配偶者と３親等以内の親族、または配

偶者の父母と子

国民健康保険に加入し、６５歳未満の人

年間の収入が１３０万円未満（６０歳以上の人や障害者の人は１８０万円

未満）

年金受給権の発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を

受け取ったら１４日以内に各総合支所市民福祉課窓口に届け出くださ

い。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

【届け出に必要なもの】

国民健康保険被保険者証（現在お持ちのもの）

年金証書

印鑑

医療機関で支払う自己負担額は、国民健康保険同様に３割負担（未

就学児は２割）です。また、保険税額についても国民健康保険と変

わりありません。

対象となる人

被扶養者とは

対象となる日

自己負担額と保険税額
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安心な暮らしへ

～国保情報～

「退職者医療制度」

7 Nov.2009

子育て応援特別手当（平成２１年度版）

支給停止について

　市広報10月1日号でお知らせをしていた子
育て応援特別手当（平成21年度版）について
実施に向けて準備を進めておりましたが、こ
のたび国の制度の見直しにより、事業を実施
しないことが決定されました。
　このことから、市においても手当を支給す
ることができなくなりました。
　国では子育て応援特別手当（平成２１年度版）
の趣旨を生かしつつ、安心して子どもを育て
られる社会の構築に向けて、より充実した新
しい「子ども手当」を創設し、子育て支援策
を強力推進するため準備を進めております。
　支給対象者の皆さんには、大変ご迷惑をお
かけいたしますが、ご理解くださいますよう
お願いいたします。

【問い合わせ】　
　福祉事務所子育て支援課　児童福祉係　　
　緯 0220（58）5562
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不在時問い合わせ問い合わせ定員設置場所児童クラブ名・申込先

0220（22）2524５０人迫児童館迫児童クラブ

0220（22）2524迫児童館0220（22）0205２０人北方公民館北方児童クラブ

0220（52）2246３０人登米児童館登米児童クラブ

0220（42）2230東和子育て支援センター

0220（42）3130２０人米谷児童活動センター米谷児童クラブ

0220（44）3207１５人錦織ふれあいセンター錦織児童クラブ

0220（45）2555１５人米川児童活動センター米川児童クラブ

0220（35）2525６０人中田児童館中田児童クラブ

0220（35）2525中田児童館

0220（34）2007３０人上沼児童活動センター上沼児童クラブ

0220（34）2646２０人石森小学校石森児童クラブ

0220（34）8802２０人宝江小学校宝江児童クラブ

0225（76）4731豊里子育て支援センター090（7070）5256４０人豊里多目的研修センター豊里児童クラブ

0220（55）2313３０人米山児童館米山児童クラブ

0220（55）2313米山児童館0220（55）2286２０人米山東小学校米山東児童クラブ

0228（34）3110２０人石越保健センター石越児童クラブ

0220（58）5558３５人南方子育てサポートセンター南方児童クラブ

0225（68）3363２０人津山林業総合センター津山児童クラブ

平成２２年度　放課後児童クラブの利用児童を募集します
【対象児童】　平成２２年４月１日現在で、昼間、保護者が

　仕事、疾病、その他の理由により、適切な保護指導を

　受けられない市内の小学校に在籍する１年生から３年

　生までの児童

【利用時間】　月曜日～金曜日は、放課後～午後６時３０分。

　土曜日と学校長期休業日などは、午前７時３０分～午後

　６時３０分。

【利用料】　無料　※おやつ代や教材費などの実費は、保

　護者会を通じ負担していただきます。

【提出書類】　

　①利用申請書②就労証明書③家族調書④申立書など

　※提出書類の用紙は各児童クラブに備え付けてありま

　す。

　※現在児童クラブに登録している児童も、改めて申し

　込みが必要です。

【申込期間】　１２月１日（火）～２２日（火）

　※月曜日から土曜日までの午前９時から午後６時まで

　（休日・祝日を除く）

【利用決定】　利用審査会で書類審査を行い、２月末日ま

　でに郵送などで通知する予定です。

　※申込者が定員を超えた場合は、利用できない場合が

　あります。

【募集児童クラブ・問い合わせ】




